
 
 
 
 
 

雇用保険法施行規則及び建設

労働者の雇用の改善等に関する

法律施行規則の一部を改正する

省令案（概要） 

 

 

 

 

資料 No.1-2 



雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一

部を改正する省令案について【概要】 

 

１．概要 

○ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）に基づく各種助成金等について、令和２年度

分に係る制度の見直しや新設等を行うもの。見直しや新設の対象となるのは以下の助成

金等であり、内容の詳細は別紙のとおり。 

 

Ⅰ．雇用保険法施行規則の一部改正関係 

１．65歳超雇用推進助成金 

２．特定求職者雇用開発助成金 

３．中途採用等支援助成金 

４．地域雇用開発助成金 

５．人材確保等支援助成金 

６．障害者雇用安定助成金 

７．不安定就労者再チャレンジ支援事業 

 

Ⅱ．建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係 

１．人材確保等支援助成金（再掲） 

２．人材開発支援助成金（再掲） 

 

○ その他所要の規定の整備を行うこと。 

 

２．根拠法令 

  雇用保険法第 62条第１項及び第２項並びに第 63条第１項及び第２項並びに建設労働

者の雇用の改善等に関する法律（昭和 51年法律第 33号）第９条及び第 47条 

 

３．施行期日等 

公布日 令和２年３月下旬（予定） 

施行期日 令和２年４月１日（予定）
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Ⅰ．雇用保険法施行規則の一部改正関係 

１．65歳超雇用推進助成金 

（１） 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの改正概要 

【改正後の概要】 

高年齢者の雇用管理制度の導入等に要した経費の上限額を次のとおり見直す。 

 現行の経費 見直し後の経費 

初回の申請 30万円とみなす 50万円とみなす 

２回目以降の申請 30万円を上限とする 50万円を上限とする 

 

２．特定求職者雇用開発助成金 

（１） 各コースの改正概要 

① 生活保護受給者等雇用開発コース助成金の見直し 

【改正後の内容】 

 対象労働者に次の者を追加する。 

・ ❶又は❷に該当しない生活保護受給者又は生活困窮者であり、ハローワーク、被保護

者就労支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業を通算して３ヶ月を超えて受けた者。 

【現行制度の概要】 

高年齢者の雇用管理制度の整備等を実施した事業主に対して次のとおり助成する。 

《対象経費》 

雇用管理制度の導入等に要した経費 

《支給額》 

雇用管理制度の導入等に要した経費の額に、次の助成率を乗じた額 

 中小企業事業主 

の助成率 

中小企業事業主以外 

の助成率 

生産性要件を満たした場合 75％ 60％ 

生産性要件を満たさなかった場合 60％ 45％ 

※ 雇用管理制度の導入等に要した経費は、初回に限り 30万円とみなす。２回目以降

の申請は、30万円を上限とする経費の実費を対象経費とする。 

【現行制度の対象労働者】 

次のいずれかに該当する者。 

❶ 地方公共団体がハローワークに支援要請を行った生活保護受給者又は地方公共団体が

実施する被保護者就労支援事業の対象者であり、ハローワーク又は被保護者就労支援事

業による支援を通算して３ヶ月を超えて受けた者。 

❷ 地方公共団体がハローワークに支援要請を行った生活困窮者又は地方公共団体が実施

する生活困窮者自立相談支援事業（就労の支援に関する相談及び情報提供等に係る事業

に限る。以下「生活困窮者自立相談支援事業」という。）の対象者であり、ハローワー

ク又は生活困窮者自立相談支援事業による支援を通算して３ヶ月を超えて受けた者。 
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３．中途採用等支援助成金 

（１） 各コースの改正概要 

① 中途採用拡大コース奨励金の見直し 

  中途採用率の拡大を図った場合の助成において、 

 ・ 支給対象事業主について、中途採用計画期間前３年間の中途採用率に係る要件

を「50％未満」から「60％未満」に緩和 

 ・ 中途採用率の向上度合いに応じた助成額とするとともに、これまで中途採用を

行ったことのない事業所の事業主に対する上乗せ助成を創設 

【現行制度の概要】 

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用拡大（❶中途採用率の拡

大又は❷45歳以上の者を初めて採用）を図った事業主に対して次のとおり助成する。 

 ※ ❶は中途採用計画期間前３年間の中途採用率が 50％未満の事業主を対象とする。 

 
❶中途採用率の拡大を 

図った場合 

※20％ポイント以上向上 

❷45歳以上の者を 

初めて採用した場合 

（60歳以上の者を 

初めて採用した場合） 

助成額 50万円 
60万円 

（70万円） 

生産性要件を満たした場

合の上乗せ助成額 
25万円 30万円 

 

【改正後の内容】 

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用拡大（❶中途採用率の拡大

又は❷45歳以上の者を初めて採用）を図った事業主に対して次のとおり助成する。 

※ ❶は中途採用計画期間前３年間の中途採用率が 60％未満の事業主を対象とする。 

 

 

 ❶中途採用率の拡大を 

図った場合 

❷45歳以上の者を 

初めて採用した場合 

（60歳以上の者を 

初めて採用した場合） 

20％ポイント 

以上 40％ポイ

ント未満向上 

40％ポイント 

以上向上 

助成額 50万円 70万円 

60万円 

（70万円） 
 

うち期間前の中途採

用率が０％であった

場合 

上記に加えて 10万円 

生産性要件を満たした

場合の上乗せ助成額 
25万円 30万円 
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４．地域雇用開発助成金 

（１） 地域雇用開発コース奨励金の見直し 

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業（地域的な雇用構造の改善を図る事業に限

る。）に関連する寄附をし、当該事業が実施される地方公共団体の区域において、事

業所を設置・整備し、地域求職者を雇い入れる事業主についても対象とする。 

 

 

５．人材確保等支援助成金 

（１） 外国人労働者就労環境整備助成コースの新設 

 

６．障害者雇用安定助成金   

（１） 各コースの改正概要 

① 障害者職場定着支援コース助成金の見直し 

職場復帰支援又は中高年障害者への雇用継続支援の措置を講じる事業主に対し

て、現行の助成に加え、職務転換後の職務遂行に必要となる基本的な知識及び技術

を習得するための研修を実施した場合に、その実施に要した経費に応じて助成する

こととする。 

【現行制度の概要】 

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じ

た事業主に対し、次のとおり助成する。 

《対象事業主》 

❶ 職場復帰の支援の措置を講じた事業主 

❷ 中高年障害者の雇用継続支援の措置を講じた事業主 

【新設制度の概要】 

外国人労働者を雇用する事業主であって、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整

備のために新たに就業規則等の多言語化等を行うための計画を策定・実施し、外国人労

働者の職場定着の促進を図った事業主に対して、次のとおり助成する。 

《支給額》 

支給対象経費の１／２（生産性要件を満たした場合は２／３） 

※ 目標達成助成（外国人労働者の離職率を１割以下にすること等） 

※ 57万円を上限とする（生産性要件を満たした場合は 72万円）。 

【現行制度の概要】 

雇用情勢が厳しい地域等において、事業所を設置・整備し、地域求職者等を雇い入

れる事業主に対して、設置・整備費用及び増加した労働者数に応じて一定額を助成す

る。 
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※ この他、柔軟な時間管理・休暇取得、短時間労働者の勤務時間延長、正規・無期

転換、職場支援員の配置、社内理解の促進の措置を講じた事業主を対象とした助成

がある。 

《支給額》 

❶ 一人あたり月額 4.5万円（中小企業事業主は月額６万円） 

※ 対象者一人につき 12か月までの支給に限る。 

❷ 一人あたり 50万円（中小企業事業主は 70万円） 

 

【改正後の内容】 

上記の措置に加え、職務転換後の職務遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得さ

せるための研修を実施した場合に、次に掲げる職場定着支援計画の初日から６か月ごとに

区分した各期間における当該研修の実施に要した費用の区分に応じて２万円から９万円ま

で（中小企業事業主の場合は、３万円から 12万円まで）を支給するものとする。 

⑴ 一の期間において５万円以上 10万円未満 一人につき２万円（中小企業事業主は３

万円） 

⑵ 一の期間において 10 万円以上 20 万円未満 一人につき４万５千円（中小企業事業

主は、６万円） 

⑶ 一の期間において 20万円以上 一人につき９万円（中小企業事業主は、12万円） 

 

７．不安定就労者再チャレンジ支援事業 

（１） 不安定就労者再チャレンジ支援事業（仮称）の創設 

特に不安定な就労状態にある方の多い地域において、成果連動型の民間委託によ

り不安定な就労状態にある方の教育訓練、職場実習等を行い、安定就職につなげる「不

安定就労者再チャレンジ支援事業（仮称）」について、職業訓練受講給付金の給付対象

とするため、雇用保険法上の職業講習に位置付ける。 
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Ⅱ．建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正 

１．人材確保等支援助成金 

（１） 建設分野雇用管理制度助成コース助成金の改正概要 

【現行制度の概要】 

 中小建設事業主が、雇用する登録基幹技能者について、労働協約または就業規則の変

更により一定の額以上の賃金を増額した場合に助成。 

 

【改正後の内容】 

 中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者又は職業安定局長が登録基幹技能者と同等と

認めた者について、労働協約または就業規則の変更により一定の額以上の賃金を増額した

場合に助成。一定の額及び助成額について、次のように見直す。 

一定の額 助成額 

５万円以上 10万円未満 33,200円 

（生産性要件に該当する場合） 42,000円 

10万円以上 66,500円 

（生産性要件に該当する場合） 84,000円 

 

２．人材開発支援助成金 

 （１） 建設労働者技能実習コース助成金の延長 

技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を

行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の賃金助成措置について、令和

３年３月 31日まで延長する。 

 

   

【現行制度の概要】 

 若年労働者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、中小建設事業主が雇用する

建設労働者に対して、自ら技能実習を行う場合や委託して登録教習機関等で行う技能実

習を受講させた場合、技能実習受講中に支払われた給与の一部を助成する。 
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年
齢
者
に
係
る
賃
金
・
能
力
評
価
制
度
等
の
構
築
、
法
定
外
の
健
康
管
理
制
度
の
導
入
等
）
を

実
施
し
た
事
業
主
に
対
し
て
助
成
す
る
。

●
助
成
額

下
記
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
支
給

雇
用
管
理
制
度
の
導
入
等
に
要
し
た
経
費
の
額
に
、
以
下
の
助
成
率
を
乗
じ
た
額

生
産
性
要
件
を
満
た
し
た
場
合
：
75
％
（
中
小
企
業
以
外
は
6
0
％
）

生
産
性
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た
場
合
：

60
％
（
中
小
企
業
以
外
は

45
％
）

※
雇
用
管
理
制
度
の
導
入
等
に
要
し
た
経
費
は
、
初
回
に
限
り

50
万
円
と
み
な
す
。

２
回
目
以
降
の
申
請
は
、

50
万
円
を
上
限
と
す
る
経
費
の
実
費
を
支
給
対
象
経
費
と
す
る
。

1
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生
活
保
護
受
給
者
等
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
に
対
す
る
助
成
措
置

（特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
（生
活
保
護
受
給
者
等
雇
用
開
発
コ
ー
ス
）の
支
給
）

生
活
保
護
受
給
者
等
の
多
く
は
、
傷
病
、
精
神
疾
患
や
家
庭
の
事
情
等
様
々
な
阻
害
要
因
を
複
合
的
に
抱
え

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
者
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
は
、
就
労
時
間
や
作
業
負
荷
等
の
雇
用
管
理
上
の
配
意
が
必
要

と
な
る
。
こ
の
た
め
、
雇
入
れ
事
業
主
の
雇
入
れ
時
の
経
費
負
担
軽
減
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
就
職

を
促
進
す
る
。

１
趣

旨

（
１
）
対
象
事
業
主

生
活
保
護
受
給
者
等
（地
方
公
共
団
体
が
労
働
局
・ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
締
結
し
た
協
定
に
基
づ
き
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
支
援
要
請

を
行
っ
た
者
及
び
地
方
公
共
団
体
が
支
援
を
行
っ
た
者
）を
、
公
共
職
業
安
定
所
や
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
民
間
職
業
紹

介
事
業
者
等
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
労
働
者
と
し
て
新
た
に
雇
い
入
れ
た
事
業
主

（
２
）
助
成
対
象
期
間

１
年

（
３
）
支
給
金
額

短
時
間
労
働
者
以
外
の
者

：
３
０
万
円
（
２
５
万
円
）
※
１
×
２
※
２

※
１
括
弧
内
は
中
小
企
業
以
外
に
対
す
る
支
給
額

短
時
間
労
働
者

：
２
０
万
円
（
１
５
万
円
）

×
２

※
２
６
か
月
ご
と
に
２
回
支
給

２
内

容

令
和
２
年
度
予
定
額

1
7

1
,5

0
0
（

1
2

6
,0

0
0

 ）
千
円
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中
途
採
用
等
支
援
助
成
金
（
中
途
採
用
拡
大
コ
ー
ス
）
の
概
要

（
計
画
の
内
容
）

①
中
途
採
用
者
の
雇
用
管
理
制
度
の
整
備

②
中
途
採
用
の
拡
大

A
中
途
採
用
率
（
※
１
）
の
拡
大

ま
た
は

B
4
5
歳
以
上
を
初
め
て
中
途
採
用

※
１

中
途
採
用
率
は
、
無
期
フ
ル
タ
イ
ム
雇
用
で
採
用
し
た
者
の
う
ち
、
中
途
採
用
で
採
用
す
る
者
の
割
合
。

計
画
前
３
年
間
の
中
途
採
用
率
の
平
均
が
5
0
％
未
満
（
令
和
２
年
度
以
降
は
6
0
％
未
満
）
の
企
業
が
対
象
。

※
２

生
産
性
は
、
中
途
採
用
計
画
開
始
前
直
近
の
事
業
年
度
と
、
そ
の
３
年
後
を
比
較
。

※
３

３
年
後
に
、
中
途
採
用
計
画
期
間
に
採
用
し
た
者
の
定
着
率
が
一
定
割
合
以
上
で
あ
る
こ
と
が
必
要
。

こ
れ
ま
で
学
卒
採
用
中
心
で
あ
っ
た
企
業
が
、
中
途
採
用
者
の
雇
用
管
理
制
度
を
整
備
し
た
上
で
、

中
途
採
用
者
の
採
用
を
拡
大
し
た
場
合
に
助
成
を
行
う
。

A
：
5
0
万
円

令
和
２
年
度
予
定
額
2
2
.8
（
2
2
.8
）
億
円

中
途
採
用
計
画
の
策
定

割
増
助
成

B
4
5
歳
以
上
を
初
め
て
中
途
採
用

中
途
採
用
の
拡
大

Ａ
（
中
途
採
用
率
の
拡
大
）
：
１
年
（
※
）

※
最
大
３
年
ま
で
延
長
可

Ｂ
（
4
5
歳
以
上
の
初
採
用
）
：
１
年
以
内

生
産
性
の
向
上

（
※
２
、
３
）

計
画
策
定
か
ら

３
年
後

厚
生
労
働
省

【
令
和
２
年
度
見
直
し
（
制
度
要
求
）
】

Ａ
：
2
0
ポ
イ
ン
ト
向
上
：
5
0
万
円

4
0
ポ
イ
ン
ト
向
上
：
7
0
万
円

さ
ら
に
、
計
画
期
間
前
の
中
途
採
用
率
が
０
％
の
場
合

1
0
万
円
を
上
乗
せ
助
成

B
：
6
0
万
円
ま
た
は
7
0
万
円

※
6
0
歳
以
上
の
対
象
者
を
初
採
用
し
た
場
合
は
7
0
万
円

A
中
途
採
用
率
の
拡
大

（
計
画
期
間
前
３
年
間
の
中
途
採
用
率

よ
り
2
0
ポ
イ
ン
ト
以
上
向
上
）
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地
域
雇
用
開
発
助
成
金
（
地
域
雇
用
開
発
コ
ー
ス
）

地
域
雇
用
開
発
促
進
法
に
基
づ
き
、
地
域
雇
用
開
発
の
た
め
の
助
成
、
援
助
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域

（
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
）
等
に
お
い
て
、
事
業
所
の
設
置
・
整
備
を
行
う
と
と
も
に
地
域
求
職
者
等
を
雇
い
入
れ
た
事
業
主
に
対
し

て
、
対
象
労
働
者
の
増
加
数
及
び
設
置
・整

備
費
用
等
に
応
じ
て
一
定
額
を
助
成
（
１
年
ご
と
に
３
回
の
助
成
）

助
成
内
容

対
象
地
域

雇
用
開
発
促
進
・改

善
地
域
メ
ニ
ュ
ー

○
同
意
雇
用
開
発
促
進
地
域
（下

記
全
て
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
厚
生
労
働
大
臣
が
同
意
を
し
た
地
域
）

(1
)
「最

近
３
年
間
の
有
効
求
職
者
数
／
労
働
力
人
口
」が

全
国
平
均
以
上

(2
)
「最

近
３
年
間
の
有
効
求
人
倍
率
」又

は
「最

近
１
年
間
の
有
効
求
人
倍
率
」が

全
国
平
均
の
２
／
３
以
下

た
だ
し
、
全
国
平
均
の
２
／
３
が
１
以
上
の
場
合
は
１
、
０
．
６
７
未
満
の
場
合
は
０
．
６
７
以
下

○
最
近
１
年
間
の
有
効
求
人
倍
率
が
１
倍
未
満
の
過
疎
・離

島
地
域
等
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地
域

特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
等
メ
ニ
ュ
ー

○
関
係
法
に
基
づ
く
特
定
有
人
国
境
離
島
地
域
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島

熊
本
地
震
特
例
メ
ニ
ュ
ー

○
熊
本
県
全
域

（計
画
届
の
提
出
期
限
は
令
和
2年
3月
31
日
ま
で
）

対
象
労
働
者
の
増
加
数
と
設
置
・
設
備
費
用
に
応
じ
て
、
下
表
の
額
を
助
成

※
１
生
産
性
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
は
「基

本
」、
満
た
す
場
合
は
「優

遇
」の

額
を
支
給

※
２
中
小
企
業
事
業
主
は
、
初
回
支
給
時
、
助
成
額
の
1/
2
の
額
を
上
乗
せ
し
て
支
給

※
３
創
業
の
場
合
は
、
初
回
支
給
時
に
（
）内

の
額
の
倍
額
を
、
２
回
目
以
降
は
生
産
性
要
件
を
満
た
す
か
否
か
に
応
じ
た
額
（※

１
）を
支
給

※
４
「
地
域
活
性
化
雇
用
創
造
ﾌ
ﾟﾛ
ｼ
ﾞｪ
ｸ
ﾄ」
参
画
事
業
主
が
助
成
対
象
と
な
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
助
成
金
の
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
初
回
支
給
時
、
対
象
労
働
者
１
人
あ
た
り
50
万
円
を
上
乗
せ

し
て
支
給

※
５
「
地
方
創
生
応
援
税
制
（企

業
版
ふ
る
さ
と
納
税
）」
寄
附
事
業
主
が
助
成
対
象
と
な
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
助
成
金
の
対
象
と
し
て
支
給

※
６
「
熊
本
地
震
特
例
メ
ニ
ュ
ー
」は

、
（
）内

の
額
を
支
給

※
７
大
規
模
雇
用
開
発
計
画
に
係
る
特
例
に
該
当
す
る
場
合
、
対
象
労
働
者
の
増
加
人
数
に
応
じ
て
、
最
高
2.
4
億
円
を
支
給

令
和
２
年
度
予
定
額

２
４
．
７
億
円

（
令
和
元
年
度
予
算
額

３
０
．
０
億
円
）

（単
位
：万

円
）

設
置
・整

備
費
用

対
象
労
働
者
の
増
加
人
数
（人

）

3［
2（
創
業
）］
～
4

5
～
9

10
～
19

20
～

基
本

優
遇

基
本

優
遇

基
本

優
遇

基
本

優
遇

30
0
以
上

1,
00
0
未
満

48
6
0

76
96

14
3

18
0

28
5

36
0

(5
0)

(8
0
)

(1
50
)

(3
00
)

1,
00
0
以
上

3,
00
0
未
満

57
7
2

95
12
0

19
0

24
0

38
0

48
0

(6
0)

(1
0
0)

(2
00
)

(4
00
)

3,
00
0
以
上

5,
00
0未

満
86

1
0
8

14
3

18
0

28
5

36
0

57
0

72
0

(9
0)

(1
5
0)

(3
00
)

(6
00
)

5,
00
0
以
上

11
4

1
4
4

19
0

24
0

38
0

48
0

76
0

96
0

(1
20
)

(2
0
0)

(4
00
)

(8
00
)
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人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
（
外
国
人
労
働
者
就
労
環
境
整
備
助
成
コ
ー
ス
）
（
仮
称
）

○
外
国
人
は
、

日
本

の
労

働
法

制
･
雇

用
慣

行
等

に
関

す
る

知
識

の
不

足
、

言
語

・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
方

法
や

慣
習

の
相

違
等

か
ら

、
労

働
条

件
・

解
雇

等
に

関
す

る
ト

ラ
ブ

ル
等

が
生

じ
や

す
い

。

⇒
こ

の
た

め
、

外
国

人
が

自
ら

の
労

働
条

件
等

を
十

分
に

理
解

し
、

適
正

な
待

遇
の

下
で

安
心

･
納

得
し

て
就

労
を

継
続

し
、

そ
の

能

力
を

発
揮

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
外
国
人
特
有
の
事
情
に
配
慮
し
た
事
業
主
の
雇
用
管
理
改
善
の
取
組
み
に
対
す
る
助
成

を
通

じ
て

、
外
国
人
労
働
者
の
職
場
定
着
の
促
進
等
を
図
る
。

令
和

２
年

度
予

算
案

額
0
千

円
（

新
規

・
制

度
要

求
）

趣
旨
・
目
的

支
給
ま
で
の
流
れ

【
目
標
達
成
助
成
】
支
給
対
象
経
費
の
１
／
２

（
生

産
性

要
件

を
満

た
し

た
場

合
は
２
／
３

）

＜
目

標
＞

①
計

画
期

間
終

了
か

ら
１

年
経

過
す

る
ま

で
の

期
間

の
外
国
人
労
働
者
（
雇
用
保
険
一
般
被
保
険
者
）
の
離
職
率
を
１
割
以
下

に
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

外
国

人
労

働
者

が
２

人
以

上
1
0
人

以
下

の
事

業
所

は
、

対
象

期
間

内
の

離
職

者
が

１
人

の
場

合
は

支
給

可
。

②
計

画
前

１
年

間
と

比
べ

て
計

画
期

間
終

了
か

ら
１

年
経

過
す

る
ま

で
の

期
間

の
日
本
人
労
働
者
（
雇
用
保
険
一
般
被
保
険
者
）
の
離
職
率
が
上
昇
し
て
い
な
い

こ
と

。

助
成
額

①
計

画
書

提
出

※
 計

画
開

始
日

の
1
か

月
前

の
日

の
前

日
ま

で

②
対

象
と

な
る

措
置

の
導

入
※

 原
則

、
就

業
規

則
等

に
明

文
化

③
対

象
と

な
る

措
置

の
実

施
※

 計
画

ど
お

り
に

実
施

④
支

給
申

請
⑤

目
標

達
成

⇒
助

成
金

支
給

１
年

後

対
象
と
な
る
措
置

【
選
択
メ
ニ
ュ
ー
】

●
苦
情
・
相
談
体
制
の
整
備

●
一
時
帰
国
を
希
望
し
た
場
合
に
休
暇
が
取
得
で
き
る
制
度
の
導
入

●
社
内
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
社
内
文
書
の
多
言
語
化

【
必
須
メ
ニ
ュ
ー
】

事
業

所
毎

に
「
雇
用
労
務
責
任
者
の
選
任
」

を
行

い
、
「
就
業
規
則
等
の
社
内
規
程
の
多
言
語
化
」

に
取

り
組

ん
だ

上
で

以
下
の
選
択
メ
ニ
ュ
ー

の
い

ず
れ

か
の

措
置

を
導

入
・

実
施

。

【
計

画
期

間
3
か

月
～

1
2
か

月
】

＜
支

給
対

象
経

費
等

＞
翻

訳
料

、
通

訳
費

、
翻

訳
機

器
導

入
費

、
施

設
改

修
費

、
弁

護
士

・
社

労
士

な
ど

へ
の

委
託

料
（

上
限

額
5
7
万

円
（

生
産

性
要

件
を

満
た

し
た

場
合

7
2
万

円
）

）
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事
業
所
が
、
雇
用
す
る
障
害
者
の
職
場
定
着
に
資
す
る
、
障
害
特
性
に
配
慮
し
た
雇
用
管
理
や
雇
用
形
態
の
見
直
し
等
の
措
置
に
つ
い
て
計
画

を
作
成
し
、
計
画
に
基
づ
い
て
１
つ
以
上
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
助
成
金
を
支
給
。

計
画
作
成

計
画
確
認

措
置
の
実
施

助
成
金
支
給

項
目

内
容

要
件

金
額

②

短
時
間
労
働
者
の

勤
務
時
間
延
長

・
2
0
時
間
未
満

→
2
0
～
3
0
時
間
未
満

・
2
0
～
3
0
時
間
未
満

→
3
0
時
間
以
上

・
2
0
時
間
未
満

→
3
0
時
間
以
上

へ
の
延
長

対
象
事
業
主
に
原
則
６
月
以
上
雇
用

さ
れ
て
い
る
労
働
者
で
あ
る
こ
と

等

・
2
0
時
間
未
満

→
2
0
～
3
0
時
間
未
満

へ
の
延
長

対
象
者
１
人
あ
た
り
2
0
（
1
5
）
万
円

等

③

正
規
・

無
期
転
換

・
有
期

→
無
期

・
有
期

→
正
規

・
無
期

→
正
規

対
象
事
業
主
に
原
則

６
月
以
上
雇
用
さ
れ
て

い
る
労
働
者
で
あ
る
こ

と

等

・
有
期

→
正
規

対
象
者
１
人
あ
た
り

9
0
（
6
7
.5
）
万
円

等

⑦

社
内
理
解
の

促
進

職
場
の
同
僚
な

ど
に
対
す
る
講

習
の
実
施

専
門
的
知
識
を

有
す
る
者
に
よ

る
講
習
で
あ
る
こ

と

等

講
習
に
要
し
た

経
費
に
応
じ
た

額

④

職
場
支
援
員

の
配
置

職
場
支
援
員
の
配

置
に
よ
る
定
着
支

援

職
場
支
援
員
を
配

置
（
雇
用
、
委
託
、

委
嘱
に
よ
り
）
す
る

こ
と

等

対
象
者
１
人
あ
た
り

月
４
（
３
）
万
円

①

柔
軟
な
休
暇
取
得
・

時
間
管
理

・
通
院
等
に
配
慮
し
た
休
暇
取

得 ・
障
害
特
性
に
配
慮
し
た

勤
務
時
間
や
休
憩
時
間
の
設

定 ・
通
勤
時
間
短
縮
の
た
め
の
勤

務
地
の
変
更

合
理
的
配
慮
の
提
供
の
手
続
き

を
経
て
い
る
こ
と

等

⑤
職
場
復
帰

の
支
援

い
ず
れ
か
の
職
場
適
応

措
置
の
実
施

・
時
間
的
配
慮
等

・
職
務
開
発
等

・
職
務
転
換
の
た
め
の

研
修
の
実
施

「
医
師
の
意
見
書
」
で
休

職
が
必
要
と
さ
れ
た
者
で

あ
る
こ
と

等

・
対
象
者
１
人
あ
た
り

月
６
（
4
.5
）
万
円

・
研
修
に
要
し
た
経
費
に

応
じ
た
額

障
害
者
雇
用
安
定
助
成
金
（障
害
者
職
場
定
着
支
援
コ
ー
ス
）

注
１
：
（
）
内
は
中
小
企
業
以
外
の
事
業
主
に
対
す
る
支
給
額
及
び
支
給
対
象
期
間

注
２
：
⑦
社
内
理
解
の
促
進
は
他
の
措
置
と
組
み
合
わ
せ
る
場
合
に
の
み
助
成

・
対
象
者
１
人
あ
た
り

８
（
６
）
万
円

⑥

中
高
年
障
害
者

の
雇
用
継
続
支

援

・
職
務
開
発
等

・
職
務
転
換
の
た
め
の

研
修
の
実
施

4
5
歳
以
上
の
障
害

者
（
勤
続
1
0
年
以

上
）
で
あ
る
こ
と

等

・
対
象
者
１
人
あ
た
り

7
0
（
5
0
）
万
円

・
研
修
に
要
し
た
経

費
に
応
じ
た
額

対
象
労
働
者
が
措
置
実
施
後
６
か
月
以
上
職
場
に
定
着
し
て
い
る
こ
と

注
３
：
下
線
部
は
来
年
度
変
更
予
定
の
部
分
。

注
４
：
「
研
修
に
要
し
た
経
費
に
応
じ
た
額
」
は
、
⑦
の
助
成
額
を
参
考
に
検
討
。

（
経
費

5
～

1
0
万
円
→
３
（
２
）
万
円
、
経
費

1
0
～

2
0
万
円
→
６
（
4
.5
）万
円
、
経
費

2
0
万
円
～
→

1
2
（
９
）万
円
）

令
和
２
年
度
予
定
額

7
6
1
,7
7
3（
1
,1
0
9
,6
7
9
）
千
円
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［
助
成
対
象
］

○
労
働
者
の
職
業
生
活
設
計
の
全
期
間
を
通
じ
て
段
階
的
か
つ

体
系
的
な
職
業
能
力
開
発
を
効
果
的
に
促
進
す
る
た
め
、
現
に

従
事
し
て
い
る
職
務
に
関
連
し
た
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
の

習
得
を
さ
せ
る
た
め
の
職
業
訓
練
等
を
計
画
的
に
実
施

※
合
計

2
0
時
間
（
特
定
訓
練
コ
ー
ス
は
1
0
時
間
）
未
満
の
も
の
、
一
般
教
育
訓
練
給
付
指

定
講
座
以
外
の
通
信
制
に
よ
る
も
の
、
職
業
ま
た
は
職
務
に
間
接
的
に
必
要
と
な
る
知

識
・
技
能
等
を
習
得
さ
せ
る
た
め
な
ど
、
訓
練
等
の
実
施
目
的
が
専
門
的
な
能
力
開
発

の
た
め
と
は
解
さ
れ
な
い
も
の
は
対
象
外

障
害
者
雇
用
安
定
助
成
金
（職
場
定
着
支
援
コ
ー
ス
）の
助
成
対
象
の
追
加
に
つ
い
て

○
現
行
の
障
害
者
雇
用
安
定
助
成
金
（
職
場
定
着
支
援
コ
ー
ス
）
で
は
、
職
場
復
帰
の
支
援
や
、
中
高
年
障
害
者
の

継
続
雇
用
支
援
の
た
め
に
時
間
的
配
慮
や
職
務
開
発
等
を
行
っ
た
場
合
の
助
成
メ
ニ
ュ
ー
を
設
け
て
い
る
。

○
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
職
務
転
換
を
行
っ
た
場
合
、
新
た
に
担
当
す
る
業
務
に
係
る
基
本
的
な
知
識
・
技
術
を
習
得

す
る
た
め
の
研
修
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
当
該
措
置
を
新
た
に
助
成
対
象
と
す
る
。

障
害
者
と
し
て
就
職

～
能
力
開
発

障
害
の
な
い
労
働
者
と
し
て
就
職

～
能
力
開
発

の
た
め
の
職
務
転
換

を
通
じ
た
雇
用
の
安
定

人
材
開
発
支
援
助
成
金

（
一
般
訓
練
コ
ー
ス
等
）

障
害
者
雇
用
安
定
助
成
金

（
職
場
定
着
支
援
コ
ー
ス
）

≪
活
用
例
≫

①
介
護
福
祉
士
国
家
資
格
を
受
験
す
る
た
め
の
、
介
護
福
祉
士
実
務
者
研
修

②
シ
ス
テ
ム
開
発
の
全
体
像
を
つ
か
み
、
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
基
礎
を
理

解
す
る
た
め
の
IT
技
術
者
養
成
コ
ー
ス

③
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
技
術
向
上
を
目
指
す
電
動
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
制
御
研
修

④
技
術
系
営
業
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
の
営
業
交
渉
術
研
修

⑤
効
率
的
な
配
車
業
務
を
行
う
た
め
の
輸
配
送
効
率
化
研
修

≪
活
用
例
≫

①
職
務
転
換
に
よ
り
、
新
た
に
接
客
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
者
に
対
す
る
接
遇
・
マ
ナ
ー
研

修
や
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
者
に
対
す
る
W
o
rd
・
Ex
ce
l基
礎
研
修

②
新
た
に
担
当
す
る
業
務
の
研
修
資
料
に
つ
い
て
、
視
覚
障
害
に
配
慮
し
て
の
点
字
化

や
、
知
的
障
害
に
配
慮
し
て
図
・
写
真
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
の
作
成

③
中
途
の
視
覚
障
害
者
が
事
務
作
業
に
従
事
す
る
た
め
の
、
文
章
読
み
上
げ
ソ
フ
ト
の

基
本
的
操
作
を
習
得
す
る
訓
練

職
場
復
帰

雇
用
継
続

中
途
障
害

加
齢
等

→
転
換
後
の
職
務
の
遂
行
に
必
要
と
な
る
基
本
的
な
知
識
・
技
術
を
習
得
す

る
た
め
の
比
較
的
簡
易
な
研
修
を
、
障
害
特
性
に
応
じ
た
形
式
で
実
施
し
た

場
合
の
助
成
を
追
加

現
行
の
「
職
場
復
帰
支
援
」
「
中
高
年
障
害
者
の
雇
用
継
続
支
援
」
の
措
置
の
見
直
し

［
助
成
対
象
］

○
中
途
障
害
等
に
よ
り
休
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
労
働
者
に

対
す
る
、
職
場
復
帰
の
た
め
の
時
間
的
配
慮
、
職
務
開
発

○
加
齢
に
伴
う
体
力
の
低
下
等
に
よ
り
雇
用
継
続
が
困
難
と

な
っ
た
中
高
年
障
害
者
に
対
す
る
時
間
的
配
慮
、
職
務
開
発 等

職
務
転
換
に
伴

い
必
要
と
な
る

研
修
の
措
置
が

想
定
さ
れ
て
い

な
い
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○
就
職
氷
河
期
世
代
の
多
種
多
様
な
課
題
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
今
後
３
年
程
度
で
集
中
的
に
支
援
し
、
安
定
就
職
の
流
れ
を
加
速
化
さ

せ
る
た
め
に
は
、
国
だ
け
で
は
な
く、
民
間
事
業
者
に
よ
る
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
支
援
も
併
せ
て
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

○
こ
の
た
め
、
特
に
不
安
定
就
労
者
の
多
い
地
域
に
お
い
て
、
成
果
連
動
型
の
民
間
委
託
に
よ
り
不
安
定
就
労
者
の
教
育
訓
練
、
職
場
実
習

等
を
行
い
、
安
定
就
職
に
つ
な
げ
る
事
業
の
創
設
を
検
討
す
る
。

実
施
形
式
：
就
職
氷
河
期
世
代
の
不
安
定
就
労
者
の
多
い
全
国
1
6
の
都
道
府
県
労
働
局
を
選
定
し
て
、
委
託
事
業
（
成
果
連
動
型
）
に
て
実
施
。

取
組
内
容
：
①
不
安
定
就
労
者
に
対
し
て
、
創
意
工
夫
を
活
か
し
て
、
２
ヶ
月
程
度
（
最
大
３
ヶ
月
）
の
教
育
訓
練
、
職
場
実
習
等
を

実
施
す
る
場
合
に
、
そ
の
訓
練
等
に
か
か
る
費
用
（
1
0
万
円
）
を
支
給

②
訓
練
等
を
経
て
安
定
就
職
し
、
一
定
期
間
（
６
ヶ
月
）
定
着
し
た
場
合
は
、
成
果
に
連
動
し
た
委
託
費
（
5
0
万
円
）
を
支
給

③
さ
ら
に
一
定
期
間
（
６
ヶ
月
、
計
１
年
間
）
定
着
し
た
場
合
は
、
成
果
に
連
動
し
た
委
託
費
（
1
0
万
円
）
を
支
給

○
創
意
工
夫
を
活
か
し
て
、
以
下
の
教
育
訓
練
・
職
場
実
習
等

を
実
施
し
た
場
合
に
、
そ
の
訓
練
等
に
か
か
る
費
用
を
支
給

・
職
場
見
学
や
職
業
体
験
等
就
労
意
識
の
醸
成
に
関
す
る
取
組

・
教
育
訓
練
等
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
つ
な
が
る
取
組

・
職
場
実
習
等
を
受
け
入
れ
る
企
業
を
開
拓
し
て
、

当
該
企
業
で
の
職
場
実
習
等
実
践
的
な
取
組

等

民 間 事 業 者
就 職
＋
定 着

（
委
託
事
業
の
イ
メ
ー
ジ
）

募
集

不
安
定
就
労
者

就
職

実
習
先
開
拓

実
践
的
な
職
場
実
習

○
訓
練
等
を
経
て
安
定
就
職
に
つ

い
た
後
も
、
定
着
支
援
を
実
施
し
、

一
定
期
間
（
６
ヶ
月
後
、
１
年
後
）

定
着
し
た
場
合
は
、
成
果
に
連
動
し

た
委
託
費
を
支
給

※
同
事
業
で
実
施
さ
れ
る
教
育
訓
練
、
職
場
実
習
等
に
つ
い
て
は
、
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
の
給
付
対
象
と
す
る
。

民
間
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
た
不
安
定
就
労
者
の
就
職
支
援

令
和
２
年
度
予
算
案

1
3
.0

(0
)億
円
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〇
作
業
員
宿
舎
等
の
確
保
（
被
災
三
県
の
み
）
や
、
建
設
現
場
の
女
性
専
用
ト
イ
レ
・
更
衣
室

を
整
備
し
た
場
合
に
助
成

【
助
成
率
】
経
費
助
成
6
0
％

な
ど

【
助
成
率
】
経
費
助
成

中
小
建
設
事
業
主

6
0
％

中
小
建
設
事
業
主
以
外

4
5
％

な
ど

○
就
業
規
則
や
労
働
協
約
の
変
更
に
よ
り
雇
用
管
理
改
善
に
つ
な
が
る
制
度
（
①
評
価
・
処
遇
制

度
、
②
研
修
制
度
、
③
健
康
づ
く
り
制
度
、
④
メ
ン
タ
ー
制
度
）
を
新
た
に
導
入
し
、
目
標
を

達
成
し
た
場
合
に
助
成

建
設
事
業
主
等
に
対
す
る
助
成
金
の
概
要

◆
若
年
者
及
び
女
性
に
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
事
業
コ
ー
ス
（
建
設
分
野
）

◆
雇
用
管
理
制
度
助
成
コ
ー
ス
（
建
設
分
野
）

〇
若
年
者
等
の
育
成
と
熟
練
技
能
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
に
応
じ
た
技
能
実

習
を
実
施
し
た
場
合
に
助
成

【
助
成
率
･額

】

１
中
小
建
設
事
業
主
(※

支
給
対
象
：
男
性
・
女
性
労
働
者
)

（
１
）
労
働
者
数
2
0
人
以
下

①
経
費
助
成
7
5
％

②
賃
金
助
成

7
,6
0
0
円
/人

日
＜
8
,3
6
0
円
/人

日
＞

③
生
産
性
向
上
助
成

①
の
場
合
1
5
％
、
②
の
場
合
2
,0
0
0
円
/人

日

（
２
）
労
働
者
数
2
1
人
以
上

①
経
費
助
成
3
5
歳
未
満
7
0
％
3
5
歳
以
上
4
5
％

②
賃
金
助
成

6
,6
5
0
円
/人

日
＜
7
,3
1
5
円
/人

日
＞

③
生
産
性
向
上
助
成

①
の
場
合
3
5
歳
未
満
1
5
％
3
5
歳
以
上
1
5
％

②
の
場
合
1
,7
5
0
円
/人

日

２
中
小
以
外
の
建
設
事
業
主
（
※
支
給
対
象
：
女
性
労
働
者
）

①
経
費
助
成
6
0
％

②
生
産
性
向
上
助
成

①
の
場
合
1
5
％

な
ど

雇
用
管
理
制
度
助
成

コ
ー
ス

本
コ
ー
ス
の

上
乗
せ
助
成

(1
)定

着
改
善
：
計
画
終
了
後
１
年
間
の
離
職
率
改
善
目
標
達
成

⇒
5
7
万
円

(2
)入

職
改
善
：
計
画
終
了
後
1
年
間
の
若
年
者
・
女
性
の
入
職
率
が
目
標
を
達
成

⇒
(1
)に

加
え
、
5
7
万
円

(3
)入

職
改
善
：
計
画
終
了
後
3
年
間
の
若
年
者
・
女
性
の
入
職
率
が
目
標
を
達
成

⇒
(1
)(
2
)に

加
え
、
8
5
.5
万
円

◆
作
業
員
宿
舎
等
設
置
助
成
コ
ー
ス
（
建
設
分
野
）

【
助
成
額
】
※
人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
の
う
ち
雇
用
管
理
制
度
助
成
コ
ー
ス
に
上
乗
せ
で
助
成

〇
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
に
つ
な
が
る
取
組
や
広
域
的
な
職
業
訓
練
の
推
進
活
動
を
実
施

し
た
場
合
に
助
成

Ｒ
２
予
定
額

6
,1

7
7

,5
7

2
千
円

（
Ｒ
１
予
算
額

5
,9

0
2

,0
9

2
千
円
）

【
対
象
と
な
る
技
能
実
習
】

○
安
衛
法
に
よ
る
教
習
、
技
能
講
習
、
特
別
教
育

○
能
開
法
に
よ
る
技
能
検
定
試
験
の
た
め
の
事
前
講
習

○
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
る
建
設
業
法
で
定
め
る
技
術

検
定
に
関
す
る
講
習
(「

通
学
制
」
、
「
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
方
式
も
含
む
通
信
制
」
)な

ど

〇
能
開
法
に
よ
る
認
定
職
業
訓
練
ま
た
は
指
導
員
訓
練
の
う
ち
、
建
設
関
連
の
訓
練
を
実
施
し

た
場
合
に
助
成

【
助
成
率
･額

】
①
経
費
助
成

補
助
対
象
経
費
の
1
6
.7
％

②
賃
金
助
成

3
,8
0
0
円
/人

日
③
生
産
性
向
上
助
成

②
の
場
合
1
,0
0
0
円
／
人
日

◆
建
設
労
働
者
認
定
訓
練
コ
ー
ス

◆
建
設
労
働
者
技
能
実
習
コ
ー
ス

〇
職
業
経
験
の
不
足
な
ど
か
ら
就
職
に
不
安
の
あ
る
若
年
者
（
３
５
歳
未
満
）
や
女
性
を
対
象

と
し
て
、
試
行
雇
用
を
行
っ
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
（
一
般
・
障

害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
）
に
上
乗
せ
助
成

◆
若
年
・
女
性
建
設
労
働
者
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス

人
材
開
発
支
援
助
成
金

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金

人
材
確
保
等
支
援
助
成
金

〇
就
業
規
則
や
労
働
協
約
の
変
更
に
よ
り
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
レ
ベ
ル

４
相
当
に
該
当
す
る
者
の
賃
金
テ
ー
ブ
ル
を
年
間
2
％
以
上
か
つ
５
万
円
以
上
（
資
格
手
当
の

増
額
改
定
の
場
合
は
賃
金
テ
ー
ブ
ル
引
上
げ
同
等
額
以
上
）
引
き
上
げ
、
実
際
に
適
用
し
た
場

合
に
助
成
［
拡
充
］

【
助
成
額
】
6
6
,5
0
0
円
/人

年
を
上
限
(最

大
３
年
間
)

※
人
材
開
発
支
援
助
成
金
（
建
設
労
働
者
認
定
訓
練
コ
ー
ス
、
建
設
労
働
者
技
能
実
習
コ
ー
ス
）
に
つ

い
て
は
、
令
和
元
年
度
か
ら
生
産
性
要
件
の
適
用
を
成
果
主
義
へ
変
更
（
生
産
性
向
上
助
成
：
３
年

後
に
支
給
）
。

※
人
材
開
発
支
援
助
成
金
（
建
設
労
働
者
技
能
実
習
コ
ー
ス
）
の
賃
金
助
成
＜
＞
括
弧
内
は
、
建
設

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
技
能
者
情
報
登
録
者
の
場
合
（
令
和
２
年
度
ま
で
延
長
）
。

※
人
材
確
保
等
支
援
助
成
金
の
【
助
成
額
】
【
助
成
率
】
は
、
生
産
性
要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た
場
合

の
金
額
・
率
。
生
産
性
要
件
を
達
成
し
た
場
合
は
、
上
乗
せ
し
て
支
給
。

【
対
象
と
な
る
取
組
例
】

現
場
見
学
会
、
体
験
実
習
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
等
の
建
設
業
の
魅
力
を
伝
え
る
取
組

な
ど

原
則
１
人
あ
た
り
月
４
万
円
（
3
ヶ
月
）

一
般
・
障
害
者
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金

１
人
あ
た
り
月
４
万
円
（
最
大
3
ヶ
月
）

本
コ
ー
ス
の
上
乗
せ
助
成

【
助
成
額
】
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